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(57)【要約】
【課題】  腕の腹にプローブを当て、機械走査を行う際
に不用意な当接圧が加わることによって、腕の内部の血
管が大きく変形し、血管状態を正確に診断することが困
難であった。
【解決手段】  水袋２２に設けられた挿通孔１８に腕１
６を挿通する。水袋２２の内部には音響媒体２０が充填
されている。その水袋２２内の媒体量を調節することに
よって挿通孔１８を腕１６に密着させ適当な密着圧状態
を形成する。水袋２２内にプローブ２４を設け、その送
受波面と挿通孔１８との間に音響媒体２０を介在させた
状態を維持しながら超音波を送受波し、それによって腕
１６における超音波画像を形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被検体が挿通する挿通孔を有し、内部に
音響媒体が充填される媒体収容体と、
超音波探触子の送受波面と被検体表面との間に前記音響
媒体を介在させた状態を維持しつつ、当該超音波探触子
を被検体表面に沿って機械走査する機械走査機構と、
前記媒体収容体の内部に音響媒体を充填して前記挿通孔
を縮小変形させ、これにより前記挿通孔を被検体に密着
させる媒体量制御手段と、
を含むことを特徴とする超音波探触子走査装置。
【請求項２】  請求項１記載の超音波探触子走査装置に
おいて、
前記媒体収容体は前記挿通孔の軸方向に伸長した筒状の
形態を有し、
前記機械走査機構は前記軸方向に沿って前記超音波探触
子を機械走査することを特徴とする超音波探触子走査装
置。
【請求項３】  請求項１記載の超音波探触子走査装置に
おいて、
前記媒体収容体における少なくとも挿通孔は伸縮自在な
材料で構成されたことを特徴とする超音波探触子走査装
置。
【請求項４】  請求項１記載の超音波探触子走査装置に
おいて、
前記媒体収容体の内部に充填された音響媒体の圧力を検
出する圧力検出器を含み、
前記媒体量制御手段は前記音響媒体の圧力に従って前記
音響媒体の充填量を制御することを特徴とする超音波探
触子走査装置。
【請求項５】  請求項１記載の超音波探触子走査装置に
おいて、
前記媒体量制御手段は超音波診断の終了時に前記媒体収
容体から音響媒体を抜き出す減圧制御を実行することを
特徴とする超音波探触子走査装置。
【請求項６】  請求項１記載の超音波探触子走査装置に
おいて、
前記機械走査機構は、前記媒体収容体の内部において前
記超音波探触子を機械走査する搬送部を含むことを特徴
とする超音波探触子走査装置。
【請求項７】  請求項６記載の超音波探触子走査装置に
おいて、
前記媒体収容体は少なくとも透視観察部分を有し、当該
透視観察部分及び前記音響媒体は、前記超音波探触子及
び前記被検体表面を外部から視覚観察するために透明性
を有することを特徴とする超音波探触子走査装置。
【請求項８】  請求項１記載の超音波探触子走査装置に
おいて、
前記機械走査機構は、
前記超音波探触子の送受波面を前記媒体収容体の外表面
に当接させつつ当該超音波探触子を保持する保持部と、
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前記保持部を機械走査する搬送部と、
を含むことを特徴とする超音波探触子走査装置。
【請求項９】  請求項８記載の超音波探触子走査装置に
おいて、
前記保持部は前記超音波探触子を着脱自在に保持するこ
とを特徴とする超音波探触子走査装置。
【請求項１０】  請求項８記載の超音波探触子走査装置
において、
前記媒体収容体は少なくとも透視観察部分を有し、当該
透視観察部分及び前記音響媒体は、前記被検体表面を外
部から視覚観察するために透明性を有することを特徴と
する超音波探触子走査装置。
【請求項１１】  請求項１記載の超音波探触子走査装置
において、さらに筐体を有し、
前記媒体収容体は当該筐体内に収納され、
当該筐体には観察窓が形成されたことを特徴とする超音
波探触子走査装置。
【請求項１２】  請求項１記載の超音波探触子走査装置
において、
前記媒体収容体には生体情報を計測するセンサが設けら
れていることを特徴とする超音波探触子走査装置。
【請求項１３】  請求項１記載の超音波探触子走査装置
において、
前記音響媒体の温度を管理する温度管理手段を含むこと
を特徴とする超音波探触子走査装置。
【請求項１４】  超音波ビームを形成する複数の振動素
子からなるアレイ振動子を有し、エコーデータを出力す
る超音波探触子と、
前記超音波ビームを電子走査し、これによって走査面を
形成する電子走査制御部と、
前記被検体が挿通する挿通孔を有し、内部に音響媒体が
充填される媒体収容体と、
前記超音波探触子の送受波面と被検体表面との間に前記
音響媒体を介在させた状態を維持しつつ、当該超音波探
触子を前記走査面と直交する方向に機械走査し、これに
より三次元エコーデータ空間を形成する機械走査機構
と、
前記媒体収容体の内部に音響媒体を充填して前記挿通孔
を縮小変形させ、これにより前記挿通孔を被検体に密着
させる媒体量制御手段と、
前記超音波探触子の機械走査位置を検出し、位置信号を
出力する位置検出器と、
前記位置信号に基づいて、前記三次元エコーデータ空間
内におけるエコーデータを用いて前記被検体の三次元超
音波画像を形成する画像形成部と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１５】  超音波の送受波を行う送受波面を有す
る超音波探触子と、
被検体が挿通する挿通部を有し、内部に音響媒体が充填
される媒体収容体と、
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前記超音波探触子の送受波面と被検体表面との間に前記
音響媒体を介在させた状態で当該超音波探触子を被検体
表面に向けつつ保持する保持部と、
前記媒体収容体の内部に音響媒体を充填して前記挿通部
を縮小変形させ、これにより前記挿通部を被検体に接触
させる媒体量制御手段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１６】  請求項１５記載の超音波診断装置にお
いて、
前記媒体収容体によって前記被検体が位置決め保持され
ることを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波探触子走査
装置及び超音波診断装置に関し、特に超音波探触子を機
械的に走査する走査装置及びそれを備えた超音波診断装
置に関する。
【０００２】
【従来の技術及びその課題】一般に、血液透析に先立っ
てあるいは定期的に、血液を体外に取り出すための特定
の血管（シャント形成術によって形成されたシャント血
管）について、その状態を診断しておくのが望ましい。
すなわち、そのようなシャント血管に狭窄や閉塞等の不
具合が起きていないかを確認しておく必要がある。従来
から、かかる血管診断に当たっては、必要に応じて、血
管内にＸ線造影剤を導入してＸ線撮影するＸ線造影法が
用いられている。しかしながら、そのような血管造影は
透析患者にとって身体的負担が著しく大きい。
【０００３】これに関し、上記のＸ線造影に代わる手法
として、超音波を利用し血管の超音波画像診断を行うこ
とが考えられる。しかし、超音波の送受波を行う超音波
探触子を手で把持して生体表面に当接させた場合におい
て、その当接の際に当接圧が必要以上に大きくなると、
血管形状が大きく変形して潰れ、狭窄や瘤の存在を正確
に診断することができない。一方、当接圧があまり小さ
過ぎると、超音波探触子と生体表面との密着性が低下
し、超音波画像の画質が低下する。さらに、超音波探触
子を血管の走行方向に沿って超音波探触子を手作業で移
動走査させるともなると、どうしても超音波探触子の当
接圧が各走査位置で大きく変動してしまう。特に患者の
体表面形状の変動によらずに当接圧を人為的に所定値に
維持するのは極めて難しく、信頼性の高い超音波画像を
得ることが困難である。
【０００４】なお、上記手作業による超音波探触子の移
動走査によると、走査速度が不安定となりがちであり、
超音波探触子の走査の際に繰り返し超音波ビームを電子
走査して形成される各走査面の間隔が大きく不揃いとな
って空間分解能の面で問題が生じる。加えて、そのよう
な手作業による走査は煩雑でもあるし、正確な走査のた
めには熟練を要するという問題がある。ちなみに、以上
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の問題は、血管以外の部位を診断する場合にも指摘でき
る。
【０００５】本発明は、上記課題に鑑みなされたもので
あり、その目的は、患者に負担をかけずに超音波を利用
して正確に生体内の診断を行うことにある。
【０００６】また、本発明の他の目的は、血管診断に適
する超音波探触子の走査を実現することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】（１）上記構成を達成す
るために、本発明は、被検体が挿通する挿通孔を有し、
内部に音響媒体が充填される媒体収容体と、超音波探触
子の送受波面と被検体表面との間に前記音響媒体を介在
させた状態を維持しつつ、当該超音波探触子を被検体表
面に沿って機械走査する機械走査機構と、前記媒体収容
体の内部に音響媒体を充填して前記挿通孔を縮小変形さ
せ、これにより前記挿通孔を被検体に密着させる媒体量
制御手段と、を含むことを特徴とする。
【０００８】上記構成によれば、音響媒体が媒体収容体
に充填されることによって、挿通孔が縮小変形し、被検
体表面に挿通孔が密着する。このとき、被検体の外周囲
の全体には音響媒体が満たされることになるため、特に
超音波探触子の送受波面と被検体表面の間の超音波伝搬
経路から空気層を排除して、良好な超音波伝搬経路を確
保できる。
【０００９】また、挿通孔から被検体に加わる圧力（密
着圧）は、被検体に多少の形状変化があっても、被検体
の外周囲全体に均一的ないしは分散的に加わるため、圧
力の局所集中が防止される。よって、被検体の特定表面
あるいは特定内部組織が不必要に変形したり歪み力を受
けたりすることを効果的に防止できる。特に、血管の超
音波診断においては、当該血管の断面変形を防止でき
る。
【００１０】さらに、上記構成によれば、被検体の形状
や大きさによらず、音響媒体の充填量の調節によって、
被検体に加えられる密着圧を容易に制御することができ
る。なお、本発明における超音波探触子の走査方式とし
ては、例えば、超音波探触子を平行移動させるリニア走
査、超音波探触子を回転させるサーキュラー走査等があ
げられる。
【００１１】被検体としては、人体の腕や足などである
ことが望ましいが、それ以外の部位であってもよく、ま
た人体以外の他の動物を診断対象とすることも考えられ
る。
【００１２】本発明の好適な態様では、前記媒体収容体
は前記挿通孔の軸方向に伸長した筒状の形態を有し、前
記機械走査機構は前記軸方向に沿って前記超音波探触子
を機械走査することを特徴とする。
【００１３】また、本発明の好適な態様では、前記媒体
収容体における少なくとも挿通孔は伸縮自在な材料で構
成されたことを特徴とする。
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【００１４】ここで、媒体収容体のうち挿通孔の部分の
みが伸縮自在な材料で構成されていてもよいが、それ全
体が伸縮自在な材料で構成されていてもよい。挿通孔の
みが伸縮自在である場合には、外側に設けられた筐体な
どの部材による閉じ込めを行わなくても、それ自体の機
能によって、音響媒体の充填圧をそのまま挿通孔の縮小
変形力に変換できるので、合理的で応答性がよいという
利点が得られる。但し、音響媒体を一定空間内に閉じ込
める（外側への膨張を規制する）部材を設けるようにし
てもよい。
【００１５】本発明の好適な態様では、前記媒体収容体
の内部に充填された音響媒体の圧力を検出する圧力検出
器を含み、前記媒体量制御手段は前記音響媒体の圧力に
従って前記音響媒体の充填量を制御することを特徴とす
る。ここで望ましくは、前記媒体量制御手段は超音波診
断の終了時に前記媒体収容体から音響媒体を抜き出す減
圧制御を実行する。
【００１６】本発明の好適な態様では、前記機械走査機
構は、前記媒体収容体の内部において前記超音波探触子
を機械走査する搬送部を含むことを特徴とする。
【００１７】上記構成によれば、音響媒体の内部におい
て超音波探触子が機械走査される（内部走査方式）。そ
の送受波面が音響媒体に対して直接接触するので、より
良好な音響伝搬状態を形成できる。後述の外部走査方式
の場合には、超音波探触子の当接圧が媒体収容体に及ぼ
されるが、この内部走査方式によれば、そのような当接
圧は発生しない。ここで、搬送部は、媒体収容体の内部
において超音波探触子を機械走査するが、搬送部の全部
が媒体収容体の内部に収容されていてもよいし、搬送部
の一部（例えば駆動源）が媒体収容体の外部に設けられ
ていてもよい。
【００１８】本発明の好適な態様では、前記媒体収容体
の少なくとも透視観察部分を有し、当該透視観察部分及
び前記音響媒体は、前記超音波探触子及び前記被検体表
面を外部から視覚観察するために透明性を有することを
特徴とする。これにより、超音波探触子をはじめとする
媒体収容体の内部に設けられている部材や被検体表面の
様子などを観察できる。また、患者もそれらを観察でき
るように構成すれば、患者に安心感を与えられるという
利点がある。
【００１９】本発明の好適な態様では、前記機械走査機
構は、前記超音波探触子の送受波面を前記媒体収容体の
外表面に当接させつつ当該超音波探触子を保持する保持
部と、前記保持部を機械走査する搬送部と、を含むこと
を特徴とする。
【００２０】上記構成によれば、媒体収容体の外表面上
において超音波探触子の当接状態が維持されつつ超音波
探触子が機械的に走査される（外部走査方式）。よっ
て、その一連の機械走査において良好な音響伝搬状態を
確保できる。この外部走査方式によれば、前述の内部走
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査方式の場合に比べて、特別なシール機構やパッキング
部材を不要にでき、あるいは装置構成を簡略化できる。
【００２１】本発明の好適な態様では、前記媒体収容体
の少なくとも透視観察部分を有し、当該透視観察部分及
び前記音響媒体は、前記被検体表面を外部から視覚観察
するために透明性を有することを特徴とする。
【００２２】また、本発明の好適な態様では、前記保持
部は前記超音波探触子を着脱自在に保持することを特徴
とする。この構成によれば、３次元画像形成モード、Ｂ
モード又はドプラモード等の診断モード、あるいは診断
部位等に応じて適切な超音波探触子を適宜選択して利用
することができる。また、例えば、既存の超音波探触子
をそのまま活用することができる。
【００２３】本発明の好適な態様では、さらに筐体を有
し前記媒体収容体は当該筐体内に収納され、当該筐体に
は観察窓が形成されたことを特徴とする。
【００２４】本発明の好適な態様では、前記媒体収容体
には生体情報を計測するセンサが設けられていることを
特徴とする。ここで、センサは、例えば、音響センサ
（集音マイク）、圧力センサ、光センサ等であってもよ
い。それらのセンサを利用して、被検体の血圧、脈音、
体温等の１又は複数の生体情報を得ることも可能であ
る。
【００２５】本発明の好適な態様では、前記音響媒体の
温度を管理する温度管理手段を含むことを特徴とする。
これにより、音響媒体を適切な温度に調節することがで
きる。したがって、例えば、音響媒体の温度を体温ある
いはその近傍温度に恒温制御することによって、患者に
とって快適な状態で超音波診断を実施することができ
る。
【００２６】（２）上記目的を達成するために、本発明
は、超音波ビームを形成する複数の振動素子からなるア
レイ振動子を有し、エコーデータを出力する超音波探触
子と、前記超音波ビームを電子走査し、これによって走
査面を形成する電子走査制御部と、前記被検体が挿通す
る挿通孔を有し、内部に音響媒体が充填される媒体収容
体と、前記超音波探触子の送受波面と被検体表面との間
に前記音響媒体を介在させた状態を維持しつつ、当該超
音波探触子を前記走査面と直交する方向に機械走査し、
これにより三次元エコーデータ空間を形成する機械走査
機構と、前記媒体収容体の内部に音響媒体を充填して前
記挿通孔を縮小変形させ、これにより前記挿通孔を被検
体に密着させる媒体量制御手段と、前記超音波探触子の
機械走査位置を検出し、位置信号を出力する位置検出器
と、前記位置信号に基づいて、前記三次元エコーデータ
空間内におけるエコーデータを用いて前記被検体の三次
元超音波画像を形成する画像形成部と、を含むことを特
徴とする。
【００２７】上記構成において、超音波ビームの電子走
査によって形成される走査面と直交する方向に当該超音
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7
波探触子が走査されると、互いに平行な複数の走査面が
順番に形成され、その際、各走査面上のエコーデータに
基づいて生体組織の状態（例えば血管あるいは血流の走
行状態）を三次元的に表わした超音波画像が形成され
る。血管診断を例にとると、媒体収容体の挿通孔から被
検体表面に加えられる密着圧は、上述のように、被検体
の外周囲全体に均一的に加えられる。
【００２８】（３）上記目的を達成するため、本発明
は、超音波の送受波を行う送受波面を有する超音波探触
子と、被検体が挿通する挿通部を有し、内部に音響媒体
が充填される媒体収容体と、前記超音波探触子の送受波
面と被検体表面との間に前記音響媒体を介在させた状態
で当該超音波探触子を被検体表面に向けつつ保持する保
持部と、前記媒体収容体の内部に音響媒体を充填して前
記挿通部を縮小変形させ、これにより前記挿通部を被検
体に接触させる媒体量制御部と、を含むことを特徴とす
る。
【００２９】上記の挿通部は、断面円形（閉じた形状）
であるのが望ましいが、例えば、被検体表面における超
音波通過部分が挿通部に密着可能な限りにおいて、挿通
部の形態を、断面「Ｃ」字形、断面「Ｕ」字形など、内
部に挿通溝を有し且つ被検体の外周囲の大部分を（外周
囲を広範に）包み込むような形態としてもよい。
【００３０】本発明の好適な態様では、前記媒体収容体
によって前記被検体が位置決め保持されることを特徴と
する。
【００３１】上記構成によれば、媒体収容体は上述の作
用を生み出すと共に、さらに、被検体を保持しつつ、そ
の動きを規制することができる。本装置において、位置
決め保持を当該媒体収容体のみで行ってもよく、また当
該媒体収容体の他に、補助的な手段を併用して被検体の
位置決め保持を行ってもよい。
【００３２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
（以下、実施形態という）について、図面を参照しなが
ら説明する。
【００３３】図１は、超音波探触子走査装置が組み込ま
れた超音波診断装置の概略的な全体構成を示すブロック
図である。当該超音波診断装置は、透析患者の血液透析
に先立って、透析患者の腕（肘から先の腕）の血管を超
音波診断する装置である。より詳しくは、透析患者の腕
に人工的に形成された特定の血管（シャント血管）の三
次元画像を形成する装置である。もちろん、本発明は他
の部位の超音波診断を行う場合にも適用可能である。
【００３４】図１に示す超音波診断装置は、大別して、
探触子走査ユニット１２と装置本体１４とで構成されて
いる。また、探触子走査ユニット１２は、走査ユニット
本体１３と媒体量制御システム２８と温度管理部４２と
から構成されている。
【００３５】本実施形態における走査ユニット本体１３
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は、主として、水袋２２、プローブ２４及び機械走査機
構２６等から構成されている。この走査ユニット本体
（内部式走査ユニット本体）１３において、プローブ２
４は水袋２２の内側に設けられている。後に詳述するよ
うに、媒体収容体としての水袋２２内（内部空洞）には
水などの音響媒体２０が充填される。超音波診断の前段
階として、水袋２２の挿通孔１８に被検体としての腕１
６を挿通させ、診断時には、媒体量制御システム２８に
よって、音響媒体２０が水袋２２内に充填され、これに
より挿通孔１８と腕１６との間に空気層が排除された密
着状態が形成される。一方、水袋２２の内部には、超音
波の送受波を行うプローブ２４が挿通孔１８から離間し
た位置に水平運動自在に設けられている。プローブ２４
は超音波ビームを形成し、またその超音波ビームを電子
走査して走査面を形成するものである。機械走査機構２
６によって、プローブ２４が走査面と直角方向（通常は
水平方向）に機械走査される。機械走査機構２６には機
械走査位置を検出する位置検出器３２が設けられてい
る。内部式走査ユニット本体１３は、以上のような構成
からなり、本実施形態では腕１６に関して、３次元エコ
ーデータ空間を形成するユニットである。内部式走査ユ
ニットについては、後に図２及び図３などを用いて詳述
する。
【００３６】図１において、内部式走査ユニット本体１
３に接続された媒体量制御システム２８は、水袋２２内
の音響媒体２０の液量を制御するシステムであり、主と
して媒体量制御部３６、ポンプ３８、リザーバータンク
４０から構成されている。
【００３７】媒体量制御部３６は、主制御部４４から出
力された主制御信号を受けてポンプ３８の動作（正転動
作、逆転動作）を制御する。このとき、媒体量制御部３
６は、水袋２２内に設けられた圧力検出器３０からの圧
力信号３１に基づいて制御を行っている。具体的には、
超音波診断に先立って、主制御部４４から目標の密着圧
を形成するための主制御信号が媒体量制御部３６に出力
され、媒体量制御部３６は、その主制御信号（目標密着
圧値）と圧力信号（圧力値）３１とを比較して、実際の
密着圧が目標密着圧になるように、ポンプ３８を駆動
し、水袋２２内に音響媒体を充填させる（加圧制御）。
また、媒体量制御部３６は、当接圧が目標当接圧になっ
た後、超音波診断の最中においては、当接圧がその目標
密着圧を保つようにポンプを駆動し、つまり一定の圧力
範囲内に実際の当接圧が維持されるようにポンプ３８の
動作を制御し、水袋２２内の音響媒体２０の量を調節す
る（圧力維持制御）。さらに、超音波診断が終了した後
に、媒体量制御部３６は、ポンプ３８を駆動制御して水
袋２２内の音響媒体２０を導出して、水袋２２内の水圧
を加圧制御前の圧力に戻して圧力解放させる。ちなみ
に、目標密着圧値は、ユーザーによって入力されてもよ
いが、あらかじめ被検者の性別、体格などに応じて自動
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9
設定されるようにしてもよい。
【００３８】ポンプ３８は、媒体量制御部３６からの媒
体量制御信号３７を受けて駆動し、リザーバータンク４
０から音響媒体２０を抜き出して、その音響媒体２０を
上述の媒体移動パイプ８６を介して水袋２２内に充填さ
せる。また、ポンプ３８は、媒体量制御信号３７を受け
て駆動し、水袋２２内に充填されている音響媒体２０を
上述の媒体移動パイプ８６を介して導出して、その音響
媒体２０を後述するリザーバータンク４０に収納する。
【００３９】リザーバータンク４０は、水袋２２内に充
填されない余剰の音響媒体２０を収納するタンクであ
る。リザーバータンク４０に収納されている音響媒体２
０は、上記のように、必要に応じてポンプ３８の駆動に
よって水袋２２に供給される。
【００４０】この媒体量制御システム２８によれば、超
音波診断に準備段階として、水袋２２の挿通孔１８に腕
１６を挿通させた後、挿通孔１８を縮小変形させて、挿
通孔１８が腕１６に加える密着圧を特定の密着圧状態又
は特定の範囲内の密着圧状態にすることができる。具体
的には、腕１６の内部の血管を潰さないで、且つ良好な
超音波画像を得ることができる特定の密着圧又は特定の
範囲内の密着圧に制御することができる。また、超音波
診断時においては、その密着圧の状態を維持することが
でき、さらに、超音波診断の終了時において、水袋２２
から音響媒体２０を抜き出す減圧制御を行うことができ
る。
【００４１】これら媒体量制御システム２８の制御は、
入力設定部５８の超音波診断装置の動作開始スイッチを
操作することによって自動的に実行される。また、この
ときの腕１６に加えられる密着圧はユーザーによって入
力設定部５８から入力されてもよく、また、あらかじめ
設定されていてもよい。また、入力設定部５８に患者の
性別や体格等を入力するか又は入力設定部５８からこれ
らを選択することによって自動的に媒体量制御システム
２８が作動してもよい。
【００４２】温度管理部４２は、リザーバータンク４０
内に収納されている音響媒体２０の温度を恒温制御する
システムであって、具体的には、リザーバータンク４０
内に配置された温度センサ及び加熱器（保温器）を含
み、温度センサによって検出された音響媒体の温度に基
づいて、加熱器の動作を制御し、リザーバータンク４０
内の音響媒体の温度が一定値になるように恒温制御す
る。温度管理部４２によって制御される音響媒体２０の
温度は、入力設定部５８からユーザーによって入力され
る構成が望ましいが、必要に応じて、気温などに応じて
自動設定されるようにしてもよい。
【００４３】水袋２２内に設けられたセンサ３４は、腕
１６から生体情報を検出する検出器であり、具体的に
は、腕１６の内部を走行する血管の血流等から腕１６の
表面を介して（更に音響媒体を介して）伝搬する生体情
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報を計測する。本実施形態においては、このセンサ３４
は、音響マイクであり、集音された情報は、生体情報処
理部５６によって脈波等の情報に変換される。なお、こ
の変換された脈波に関する情報は、画像形成部４８に入
力されて超音波画像の表示と共に、波形として表示され
る。音響センサの代わりに他のセンサを用い、腕１６か
ら各種の情報を収集して、生体情報処理部５６によって
血圧、体温、脈音、脈拍、脈拍数、脈波等の生体情報を
演算させる構成であってもよい。また、本実施形態の
他、これらの生体情報を図示されていないスピーカやプ
リンタを用いて出力してもよい。
【００４４】次に、図１を用いて、装置本体１４につい
て説明する。
【００４５】装置本体１４には、キーボードやトラック
ボールなどからなる入力設定部５８が設けられており、
ユーザーは、その入力設定部５８を用いて、本装置の動
作に関する指示等を主制御部４４に対して入力設定する
ことができる。ここで、主制御部４４は、本装置全体の
動作制御を行うものである。
【００４６】その主制御部４４によって動作管理される
機械走査制御部５２は、上記の位置検出器３２から出力
された位置信号３３を受けて、プローブ２４の機械走査
を制御するための機械走査制御信号５３を機械走査機構
２６に出力する。もちろん、この機械走査制御部５２を
探触子走査ユニット１２に内蔵させるようにしてもよ
い。
【００４７】主制御部４４によって動作管理される電子
走査制御部５４は、プローブ２４において超音波ビーム
を形成し、またその超音波ビームを電子走査するための
制御を行う回路であり、超音波送受信部４６に送信制御
信号及び受信制御信号を出力する。
【００４８】超音波送受信部４６は、プローブ２４内の
各振動素子に対して送信信号を供給して超音波ビームを
形成する送信ビームフォーマーとしての機能と、プロー
ブ２４内の各振動素子からの受信信号に対して整相加算
処理を行って受信ビームを形成する受信ビームフォーマ
ーとしての機能とを有する。具体的には、超音波送受信
部４６は、電子走査制御部５４からの送信制御信号に基
づいて、プローブ２４内の個々の振動素子にパルス電圧
を印加する。また、電子走査制御部５４からの受信制御
信号に基づいて、個々の振動素子から出力された受信信
号を利用して受信ビーム（整相加算された受信信号）を
形成する。また、超音波送受信部４６には、必要に応じ
て、検波回路、ドプラ演算回路などの各種の公知の信号
処理回路が設けられる。
【００４９】画像形成部４８は、超音波送受信部４６か
ら出力された受信信号（エコーデータ）に基づいて、生
体内組織の三次元画像や血流の三次元画像などを形成す
る。その際、主制御部４４を介して入力される位置信号
３３が利用される。このように形成された超音波画像
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11
は、表示器５０で表示される。
【００５０】ちなみに、上記の画像処理に当たっては、
例えば特開平１０－３３５３８号公報に記載されたボリ
ュームレンダリング法を発展させた実時間処理可能な三
次元画像処理方法などを適用するようにしてもよいし、
ドプラ情報を利用して血流の三次元画像を構築し、それ
をカラー表示するようにしてもよい。そのような三次元
血流画像によれば、血管の狭窄や瘤などの診断精度を向
上できる。もちろん、他の画像処理方法を適用するよう
にしてもよく、エコーデータに基づいて数値演算を実行
し、その演算結果を表示器５０に表示するようにしても
よい。
【００５１】以上のように、本実施形態では、水袋２２
によって腕１６の周囲を包み込んで腕１６の周囲に音響
媒体２０を充満させ、これにより良好な音響伝搬を確保
できるとともに、腕１６の表面全体に対して均等な圧力
を及ぼすことができる。そして、そのような状態におい
て、プローブ２４を機械走査し、適正な三次元画像など
を形成できる。また、水袋２２の密着圧の微妙な制御も
容易であり、血管形状を不必要に変形させずに超音波診
断を行うことができる。
【００５２】図２には、図１に示した内部式走査ユニッ
ト本体１３の具体的な構成例が示されており、図２は内
部式走査ユニット本体１３を側面から見た断面図であ
る。また、図３には、図２に示すIII－III線断面が示さ
れている。
【００５３】まず、図２を参照しながら内部式走査ユニ
ット本体１３の構造を詳述する。
【００５４】本体ケース６２は、内部式走査ユニット本
体１３の筐体として機能し、水袋２２、プローブ２４、
及び機械走査機構２６等を収納している。
【００５５】本体ケース６２は図２に示すように、箱状
の形状をしており、その一側面（図示右側）には、腕の
挿入を受け入れる第１開口部６１が形成され、その他側
面（図示左側）には、第１開口部６１から腕１６を挿入
し、本体ケース６２に腕１６を挿通させたときに、本体
ケース６２から手を抜き出させるための第２開口部６３
が形成されている。
【００５６】また、本体ケース６２には、当該本体ケー
ス６２の内部を観察するための透明プレートなどからな
る観察窓８０が設けられている。本実施形態において
は、本体ケース６２の上面に観察窓８０が設けられてい
る。医師等のユーザーは、その観察窓８０を介して、本
体ケース６２内を視認可能となっており、水袋２２を介
して、プローブ２４、機械走査機構２６及び腕１６を、
本体ケース６２の外側から確認することができる。ま
た、内部が視認可能であるので、患者は安心感を得るこ
とができる。なお、観察窓８０は、本体ケース６２の上
面に形成する場合に限らず、本体ケース６２の任意の位
置に設けることによって、本体ケース６２内の観察を必
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要とする部位を観察可能とする構成としてもよい。ま
た、観察窓８０を単なる開口としてもよい。
【００５７】さらに、本体ケース６２には、内部式走査
ユニット本体１３と装置本体１４との間で伝送される各
信号を本体ケース６２内に入出力するためのコネクタ７
８が設けられており、本実施形態では、それは本体ケー
ス６２の上面（図中左側）に設けられている。このコネ
クタ７８には、プローブケーブル２４ｂ、走査制御信号
伝送線６４ｂ、位置信号伝送線３２ｂなどが接続されて
いる。一方、コネクタ７８は、集合伝送ケーブル８２の
一端部を構成し、集合伝送ケーブル８２の他端部は、装
置本体１４の外部接続端子（図示せず）に対して接続さ
れている。
【００５８】ここで、図２及び図３を参照して、水袋２
２について詳述すると、水袋２２は、本実施形態におい
て、リング状の垂直断面を有し（図３参照）、全体とし
て、円筒形状を有している。水袋２２は、本実施形態に
おいて、本体ケース６２内の底部に支持固定されてい
る。水袋２２は、大別して、その外周を構成する外周膜
２１（図３参照）と、その円筒の軸方向に当該水袋２２
を貫通する挿通孔１８を構成する内周膜２３と、これら
外周膜２１と内周膜２３とをそれらの両端において連絡
し、水袋２２の側面壁を構成する側面膜２５とから構成
されている。実際には、それらの膜は一体成形されてお
り、水袋２２は単一の部材からなる。水袋２２はそれ全
体として例えば弾性体などによって構成できるが、少な
くとも内周膜２３が伸縮自在であるのが望ましい。
【００５９】挿通孔１８には、本ユニットを利用して超
音波診断を行う際に、被検体としての腕１６が挿入され
る。図２では、前述した媒体量制御システム２８によっ
て水袋２２内に音響媒体２０が充填され、挿通孔１８が
縮小変形して腕表面を取り囲んで密着している状態が示
されている。水袋２２は、少なくとも診断部位の全体を
カバーする長さが必要であって、本実施形態では手首位
置から肘近傍までの長さを有している。
【００６０】水袋２２の内部、すなわち外周膜２１、内
周膜２３及び側面膜２５によって囲まれる空洞空間に
は、超音波診断を行う際に、音響媒体２０が充填され
る。音響媒体には、一般に生体の音響インピーダンスと
同等の音響インピーダンスが望ましく、生理食塩水、ひ
まし油などがよい。
【００６１】挿通孔１８の内径は、媒体量制御システム
２８によって内周膜２３（挿通孔１８）が縮小変形され
る前の状態（自然状態）において、容易に差し入れられ
る大きさであるのが望ましい。
【００６２】上述したように、水袋２２の内周膜２３
（挿通孔１８）は、少なくとも伸縮自在な材料で構成さ
れていることが望ましく、例えば合成ゴム等の伸縮自在
な合成樹脂や天然ゴムで構成されていることが望まし
い。本実施形態では、水袋２２の厚みをそれ全体として



(8) 特開２００２－２３８８９８

10

20

30

40

50

13
均一とするようにしてもよいが、外周膜２１及び側面膜
２５の厚さをあまり変形しない程度まで厚くし、一方、
それらに比べて内周膜２３を容易に変形できるように薄
くしてもよい。後者の構成によれば、媒体量制御システ
ム２８によって水袋２２内に音響媒体２０を充填させた
際に、主として内周膜２３すなわち挿通孔１８に圧力を
集中させてその変形をより増大できる。本実施形態に限
らず、外周膜２１と側面膜２５とを伸縮しない材質で形
成してもよい。また、外周膜２１、内周膜２３及び側面
膜２５を同じ厚みの伸縮自在の材質で形成し、ケース本
体６２によって、外周膜２１や側面膜２５の膨張を阻止
規制する構成としてもよい。いずれにしても、超音波診
断の前段階において挿通孔１８に腕１６を挿通させた後
に、媒体量制御システム２８によって水袋２２内に音響
媒体２０が充填されると、伸縮自在な挿通孔１８が収縮
変形する。水袋２２内に、音響媒体２０が充填されるこ
とによって、腕表面に均一的な密着圧を加えた状態で、
内周膜２３（挿通孔１８）が腕表面の全周に密着する。
このとき、腕１６の全周は、腕１６に密着している内周
膜２３を介して、音響媒体２０によって覆われている。
これらの構成により、腕１６と挿通孔１８との間に空気
層が形成されることを防止することができると共に、挿
通孔１８から腕１６に加わる圧力の局所集中を防止し、
腕１６の全周に対しておよそ均一な密着圧を加えること
ができる。さらに、水袋２２に内蔵されているプローブ
２４にて形成される超音波ビームの良好な伝搬経路を形
成することができる。
【００６３】なお、内周膜２３の断面形態は、上記で示
される完全円形に形態に限らず、例えば、内周膜２３
が、腕１６周囲の大部分を包み込み、且つ、腕表面に密
着し、さらに、その内周膜２３とプローブ２４との間が
音響媒体２０によって満たされていた限りにおいて
「Ｃ」形状等の形態であってもよい。
【００６４】水袋２２の一方の側面膜２５には、媒体移
動パイプ８６が引き出されており、水袋２２の内部と媒
体量制御システム２８内のポンプ３８（図１参照）とが
この媒体移動パイプ８６によって連結されている。媒体
移動パイプ８６が引き出されている水袋２２の外側部分
には、シール部材８４が設けられており、この部分を補
強していると共に、音信号伝搬線３４ｂや圧力信号電送
線３０ｂが水袋２２から引き出されている部分におい
て、音響媒体２０が漏れ出すのを防止している。
【００６５】本実施形態では水袋２２は透明部材を使用
している。そうでない場合であっても、少なくとも外部
から観察窓８０を介して観察する際の視線通過領域が透
明部分を有するように構成するのが望ましい。つまり、
水袋２２内に設けられるプローブ２４、機械走査機構２
６等の内部配置機器及び腕の表面がケース本体６２の観
察窓８０を介して本ユニットの外側から観察可能となっ
ている。したがって、例えば、超音波診断に先立って、
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腕１６を挿通孔１８内に挿通させ、診断部位を確認しな
がら、腕１６の位置決めを行える。
【００６６】プローブ２４は、水袋２２内に内蔵され、
つまりプローブ２４は、音響媒体２０内に浸漬されてい
る。機械走査機構２６によって水袋２２内を水平方向に
機械走査される。ちなみに、プローブ２４は防水加工さ
れており、音響媒体２０がその内部に進入しないように
構成されている。
【００６７】プローブ２４の先端部内にはアレイ振動子
を構成する複数の振動素子２７が電子走査方向に配列さ
れている（図３参照）。これらのアレイ振動子を用い
て、プローブ２４の送受波面を介して超音波が送受波さ
れ、超音波ビームが形成されるる。超音波ビームを振動
素子２７の配列方向に電子走査すると走査面が形成され
る（図３Ａ参照）。その場合の電子走査方式としては、
電子リニア走査、電子セクタ走査、その他の走査方式を
あげることができる。図３には、電子リニア走査を行う
プローブ２４が示されている。
【００６８】プローブ２４の側面部から引き出されてい
るプローブケーブル２４ｂは、機械走査機構２６によっ
てプローブ２４の往復走査が円滑に行われるように、水
袋２２内に余裕を持った長さをもって引き延ばされ、ま
た水袋２２の外側に引き出されている。水袋２２におい
て、プローブケーブル２４ｂが引き出されている部分
は、第１シール部材７４によってシールされており、水
袋２２内の音響媒体２０が水袋２２の外側に漏れ出すの
を防止している。
【００６９】機械走査機構２６は、プローブ２４を水袋
２２内において走査面と直角方向に機械走査する機構で
あり、本実施形態では、主として、モータ６４、一対の
搬送シャフト６６（図３参照）、駆動歯車６８及びそれ
にかみ合った一対の従動歯車７０（図３参照）から構成
されている。
【００７０】モータ６４は、水袋２２の上方であって、
ケース本体６２における一方の側面膜２５付近の位置に
固定されている。モータ６４の回動シャフトには、駆動
ギヤ６８が結合されており、回動シャフトの回動に伴っ
て回動する。モータ６４には、機械走査制御部５２から
出力される機械走査制御信号５３（図１参照）をモータ
６４に伝送するための走査制御信号伝送線６４ｂが接続
されており、その基端側は、本体ケース６２の上端に設
けられているコネクタ７８に接続されている。
【００７１】一方、一対の搬送シャフト６６は、挿通孔
１８の上方であって、かつ水袋２２の内部に、互いに平
行状態をなして伸びており、その両端は水袋２２を貫通
して本体ケース６２の内壁に固定されている。その搬送
シャフト６６によって貫通されている水袋２２の外側部
分には、それぞれ第２シール部材７２によってシールさ
れており、水袋２２内の音響媒体２０が水袋２２の外側
に漏れ出すのを防止している。また、水袋２２から露出
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している搬送シャフト６６の端部部位であって、上記駆
動ギヤ６８に対応する位置には、従動ギヤ７０が勘合さ
れており、それぞれの従動ギヤ７０は、駆動ギヤ６８と
噛み合っている。搬送シャフト６６のうち、水袋２２内
に収納されている部分には、プローブ２４が機械走査の
際に移動すべき範囲において、送りねじとしてのねじ部
６６ａが形成されており、それぞれの送りねじ部６６ａ
には、プローブ２４の本体部分に互いに平行に形成され
ている一対の送りねじ嵌合部２４ｃが嵌合されている。
【００７２】以上により、機械走査制御部５２から機械
走査制御信号５３がモータ６４に入力されると（図１参
照）、モータ６４が駆動制御され、その駆動力が駆動ギ
ヤ６８及び従動ギヤ７０を介して搬送シャフト６６に伝
達し、搬送シャフト６６のねじ部６６ａが回動すること
によってプローブ２４が搬送シャフト６６に沿って往復
走査される。なお、プローブ２４は、機械走査される際
において、水袋２２の内周膜２３に接触することなく、
送受波面と内周膜２３との間に音響媒体２０を介在させ
た状態を維持しながら進退運動（往復運動）する。ま
た、このとき、上述したようにプローブ２４が電子走査
されることによって形成される走査面は、この機械走査
方向に直角であるため、プローブ２４が電子走査されな
がら機械走査されることによって、超音波三次元エコー
データ空間が形成される。機械走査による往路及び復路
の両者において画像形成が行われるようにしてもよい
が、一方において画像形成が行われるようにしてもよ
い。
【００７３】プローブ２４と水袋２２の内周膜２３上面
との間には、腕１６を挿通孔１８内に挿通する場合等に
おいて、プローブ２４や機械走査機構２６に内周膜２３
を介して腕１６が当接することを防止するために、一対
の保護フレーム７６が、互いに平行状態をなして配設さ
れており、その両端は水袋２２及び上述の第２シール部
材７２を貫通して本体ケース６２の内壁に固定されてい
る。第２シール部材７２によって、水袋２２内の音響媒
体２０は水袋２２の外側に漏れ出さないようになってい
る。
【００７４】上述のモータ６４の隣には、プローブ２４
の機械走査位置を検出する位置検出器３２が、ケース本
体６２の内部に固定されている。位置検出器３２からは
位置信号伝送線３２ｂが引き出されており、その一端
は、本体ケース６２の上端に設けられているコネクタ７
８に接続されている。位置検出器３２は、プローブ２４
の機械走査位置を検出して位置信号３３を機械走査制御
部５２及び主制御部４４に出力する（図１参照）。
【００７５】水袋２２内の底部であって外周膜２１の内
側表面には、水袋２２内に充填されている音響媒体２０
の圧力を検出するための圧力検出器３０が固定設置され
ている。この圧力検出器３０は圧力を検出し、媒体量制
御システム２８に圧力信号３１を出力する（図１参
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照）。その圧力信号３１は、当該媒体量制御システム２
８が超音波診断に先立った加圧制御、超音波診断時の圧
力維持制御及び超音波診断後の減圧制御を行う際に利用
される。ここで、加圧制御とは、超音波診断の準備段階
において行われる制御であり、水袋２２の挿通孔１８に
腕１６を挿通させた後に、媒体量制御システム２８が、
水袋２２内に音響媒体２０を充填して、挿通孔１８を縮
小変形させることにより腕表面に密着させ、腕１６に特
定の密着圧が加わる状態にする制御を言う。また、圧力
維持制御とは、本ユニット本体１３を用いて腕１６の超
音波診断を行っている時に、媒体量制御システム２８に
よって行われる制御であって、超音波診断中において、
水袋２２内の音響媒体２０の圧力を特定の圧力に維持制
御し、腕１６に加わる密着圧を特定の圧力におよそ維持
する制御を言う。さらに、減圧制御とは、本ユニット本
体１３による超音波診断が終了した後に、水袋２２内の
音響媒体２０を水袋２２からリザーバータンク４０に導
出し、挿通孔１８の形態を加圧される前の状態に戻す制
御を言い、媒体量制御システム２８によって行われる。
【００７６】ここで、水袋２２の内部の各部分の圧力は
およそ均一と見なすことができる。したがって、水袋２
２内の音響媒体２０の圧力から、挿通孔１８が腕１６に
密着する圧力（密着圧）を換算することができる。媒体
量制御システム２８によって、換算した密着圧が目標密
着圧に一致するまで水袋２２内に充鎮する音響媒体２０
が注入される。
【００７７】圧力検出器３０からは、媒体量制御システ
ム２８に圧力信号３１を伝搬するための圧力信号電送線
３０ｂが引き出されており、その一端は媒体量制御シス
テム２８の媒体量制御部３６に電気的に接続されてい
る。
【００７８】水袋２２内の底部であって外周膜２１の表
面には、音響マイク３４Ａが設けられている。音響マイ
ク３４Ａは、腕１６の内部を走行する血管の血流等から
腕１６の表面を介して伝搬する脈音等を集音する。この
集音された音は音響マイク３４によって音信号３５（図
１参照）に変換される。音響マイク３４Ａからは、音信
号伝搬線３４ｂが引き出されている。その音信号伝搬線
３４ｂは水袋２２を貫通して、その一端は上述のコネク
タ７８に電気的に接続されている。音響マイク３４Ａか
ら出力された音信号３５は、音信号伝搬線３４ｂ、コネ
クタ７８及び集合伝送ケーブル８２を介して装置本体１
４に伝送され、生体情報処理部５６において処理される
（図１参照）。音信号伝搬線３４ｂが水袋２２を貫通し
ている水袋２２の外側部分には、第３シール部材８４が
設けられており、水袋２２内から音響媒体２０が漏れ出
すのを防止している。ここで、本実施形態では、音響マ
イク３４Ａは外周膜２１に設けられているが、例えば、
水袋２２内の内周膜２３であって、３次元画像を形成す
る際に支障がない位置に固定設置することによって、腕
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１６表面から伝搬する脈音を効率よく集音することがで
きる。
【００７９】本実施形態では、この音響マイク３４Ａか
ら出力された音信号３５は、上述したように、脈波等に
変換され、表示器５０（図１参照）に表示される。な
お、音響マイク３４Ａで集音された脈音等に基づいて脈
波の他に脈拍、脈拍数等を演算してもよく、また、音響
マイク３４Ａの代わりに、圧力センサや光センサ等のセ
ンサを利用して、腕１６から脈音の他体温等、患者の生
体情報を検出してもよい。これによって、超音波診断の
際に、超音波画像を得られると同時に患者の状態をモニ
タリングすることができる。この場合においても、水袋
２２内の内周膜２３であって、３次元画像を形成する際
に支障がない位置にセンサを固定設置することによっ
て、腕１６表面から伝搬する生体情報を効率よく得るこ
とができる。
【００８０】次に、各図を参照しながら、本実施形態の
超音波診断装置の動作を説明する。
【００８１】超音波診断を行う前段階においては、水袋
２２内が減圧され、これにより挿通孔１８は腕１６を容
易に挿通することができる状態となっている。その状態
で、内部式走査ユニット本体１３の本体ケース６２に設
けられた第１開口部６１から腕１６を挿入する。その腕
１６を本ユニット本体１３内にさらに進めて、腕１６を
挿通孔１８に挿入させる。ここで、水袋２２は、透明の
部材によって形成されており、また、音響媒体２０も光
透過性を有したものを用いている。したがって、ユーザ
ーは観察窓８０から本体ケース６２内を視認し、プロー
ブ２４によって機械走査及び電子走査される領域に合わ
せて腕１６を移動し、腕１６の位置決めを行う。
【００８２】腕１６の位置決めがなされると、例えば、
入力設定部５８を利用して、ユーザーによって、目標密
着圧の値が入力され、また、音響媒体２０の恒温制御を
行う際の目標温度の値が入力される。ここで、入力され
る目標密着圧は、例えば、５０ｍｍＨｇである。また、
目標温度値は例えば３７℃であり、およそ人体の体温近
傍の温度が設定される。
【００８３】ユーザーによって、本超音波診断装置によ
る計測開始を表わす入力操作がなされると、図１の主制
御部４４は主制御信号（目標密着圧値に関する信号）を
媒体量制御部３６に出力し、これによって媒体量制御シ
ステム２８が作動し、上述の加圧制御が開始される。そ
れと並行して、リザーバータンク４０内の音響媒体２０
の温度が入力された目標温度値になるように温度管理部
４２によって制御される。
【００８４】水袋２２に内蔵されている圧力検出器３０
は、水袋２２内の音響媒体２０の水圧を検出し、その水
圧に応じた圧力信号３１を媒体量制御部３６に出力す
る。
【００８５】媒体量制御部３６に主制御信号及び圧力信
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号３１が入力されると、媒体量制御部３６は主制御信号
及び圧力信号３１に基づいて、水袋２２内の圧力を調節
する制御を実行する。ここで、実際には、媒体量制御部
３６は、リザーバータンク４０内の音響媒体２０を水袋
２２の内部に充填する媒体量制御信号３７をポンプ３８
に出力し、ポンプ３８は、その信号を受けてリザーバー
タンク４０内の音響媒体２０を水袋２２に充填し始め
る。水袋２２内に音響媒体２０が充填され始めることに
よって、挿通孔１８の縮小変形が生じる。挿通孔１８が
縮小変形するにつれて、挿通孔１８を構成する内周膜２
３は、腕１６の全周を覆い、腕１６に密着し始める。こ
の間において、圧力検出器３０は媒体量制御部３６に圧
力信号３７を出力しており、媒体量制御部３６は、その
圧力信号３７と主制御信号（目標密着圧に関する信号）
とを比較して、実際の密着圧が目標密着圧になるよう
に、ポンプ３８を駆動し、水袋２２内に音響媒体を充填
させる。これによって、目標密着圧と同じ密着圧又は目
標密着圧に対して特定の範囲内にある密着圧が腕表面の
およそ全周にわたって均一的に加えられる。それ故、挿
通孔１８は、腕１６に対して腕１６の内部の血管を潰す
ことなく、且つ良好な超音波画像を得られる密着状態が
形成される。このとき、水袋２２は、腕１６を保持し、
その動きを規制している。この密着状態が形成される
と、加圧制御が終了し、媒体量制御システム２８は、こ
の密着状態を維持する圧力維持制御に移行する。
【００８６】上述の密着状態が形成されると、機械走査
制御部５２による機械走査制御及び、電子走査制御部５
４による電子走査制御が開始される。
【００８７】具体的には、機械走査制御部５２からモー
タ６４に機械走査制御信号５３が出力され、その信号に
基づいてプローブ２４が機械的に一定速度で走査され、
それが繰り返される。その際、超音波ビームの電子走査
が繰り返し実行され、プローブ２４の機械走査に伴って
連続的に走査面が形成される。
【００８８】ここで、上述したように、プローブ２４と
挿通孔１８の間には、音響媒体２０が介在しており、ま
た、プローブ２４の機械走査時においても、プローブ２
４は挿通孔１８と離間した状態が維持されながら走査さ
れるので、プローブ２４を腕１６の表面に直接当接する
場合や、水袋２２の表面に当接する場合と異なり、基本
的に密着圧が一定に保持され、且つ、腕１６の表面全体
において均一な密着圧を形成でき、局所的に圧力が集中
することが防止される。
【００８９】以上のようなプローブ２４の機械走査及び
電子走査によって、図１に示した画像形成部４８は、各
走査面上におけるエコーデータと位置検出器３２から得
た各走査面の位置情報に基づいて三次元画像を形成す
る。その三次元画像は表示器５０に表示される。本実施
形態では、１回の機械走査当たり１枚の三次元画像が形
成されている。よって、機械走査が繰り返されると、そ
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れに伴って表示器５０に三次元画像が繰り返し表示され
る。
【００９０】超音波診断を終了させる場合には、入力設
定部５８の計測終了スイッチの操作によって、プローブ
２４の機械走査が終了し、また、超音波ビームの電子走
査も終了する。その状態では、例えばプローブ２４を原
点に復帰させるようにしてもよい。その原点としては例
えば図２における搬送シャフト６６の左端であってもよ
い。
【００９１】超音波診断の終了後に、媒体量制御システ
ム２８による減圧制御が行われる。具体的には、水袋２
２内の音響媒体２０を水袋２２からリザーバータンク４
０に戻し込み、水袋２２の内部における圧力を加圧制御
が行われる前の圧力に戻すことによって、挿通孔１８の
形態を加圧される前の状態に戻す。その後、内部式走査
ユニット本体１３から腕１６が引き抜かれる。そして、
必要に応じて、次の患者について上記同様の超音波診断
が繰り返される。
【００９２】次に、図４を用いて他の実施形態について
説明する。
【００９３】図４は、他の実施形態における走査ユニッ
ト本体を概略的に示す斜視図である。図４は、上述の媒
体量制御ユニット２８（図１参照）によって、水袋９０
の挿通孔が縮小変形して腕１６の表面に密着している状
態（加圧制御後）が示されている。
【００９４】本実施形態の走査ユニット本体の構成は、
走査機構以外については上述の走査ユニット本体（内部
式走査ユニット本体）の構成と基本的には同一である。
【００９５】本実施形態の走査ユニット本体（外部式走
査ユニット本体）では、プローブが水袋２２の外側に設
けられている。プローブ９２は、水袋９０の外周膜面
に、腕１６の長手方向に沿って機械的に走査される構成
となっている。
【００９６】本体ケース９１その上面にはプローブ９２
の機械走査領域を確保する走査開口部８８が設けられて
おり、本体ケース９１内の空洞部に連通している。この
走査開口部８８は観察窓としての機能があり、本体ケー
ス９１の内部の状態を外側から視認することができる。
【００９７】水袋９０は、その上面部位９０ａが平面形
状を有しているものが望ましいが、上述の内部式走査ユ
ニット本体における水袋２２と同様に円筒形状を有して
いてもよい。
【００９８】走査開口部８８内であって、水袋９０の上
面部位９０ａには、Ｘ軸方向に平行に並んだ一対のガイ
ドレール９４がＹ軸方向に伸長して設けられている。ガ
イドレール９４間の間隔は、プローブ９２の送受波面の
幅よりも広く設定されている。
【００９９】一対のガイドレール９４には、それぞれ後
述するプローブ９２を着脱自在に保持するプローブホル
ダー９６がそれぞれ設けられている。プローブホルダー
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９６は、ガイドレール９４に沿ってスライド可能な構成
となっている。
【０１００】プローブ９２はその側面においてプローブ
ホルダー９６に保持されている。
【０１０１】以上の構成によって、プローブ９２の送受
波面と腕表面との間から機械走査機構を構成する部材を
排除することができ、良好な超音波伝搬経路を形成する
ことができる。
【０１０２】また、一対のガイドレール９４は、走査開
口８８に露出した水袋９０の上面部位９０ａの上面に設
けられている。したがって、一対のガイドレール９４
は、水袋９０に音響媒体２０が充填されることによって
上面部位９０ａが膨張し、走査開口８８からせり上がっ
てくるのを押さえ込む効果がある。
【０１０３】水袋９０の上面部位９０ａにはカップリン
グ剤が塗布されている。このカップリング剤は、透明又
は光透過性を有するものであることが望ましい。また、
このカップリング剤はプローブ９２と音響媒体２０との
間で音響インピーダンスの整合がとれるものであること
が望ましい。これによって、挿通孔が密着している腕１
６の表面を走査開口８８を介して外側から観察すること
ができ、超音波を効率良く腕に入射させることができ
る。
【０１０４】プローブ９２は、プローブホルダー９６に
対して着脱可能であるので、ユーザーの既存の超音波診
断装置に設けられているプローブを利用することができ
る。なお、本走査ユニット本体における専用プローブを
利用してもよい。また、必要に応じて、最適なプローブ
を選択し、交換して利用してもよい。
【０１０５】プローブホルダー９６にプローブ９２を装
着すると、そのプローブ９２の電子走査によって形成さ
れる走査面は、図のＺ－Ｘ面に平行に形成される。
【０１０６】プローブ９２を保持するプローブホルダー
９６は、図示されていない駆動機及び駆動伝達機構等の
搬送部によってＹ軸方向にスライドされる。このプロー
ブ９２が機械走査される間、プローブ９２の走査面はＸ
－Ｚ面に平行な状態に維持されている。これにより、本
走査ユニット本体は、３次元エコーデータ空間を形成す
ることができる。
【０１０７】また、本実施形態では、プローブ９２やそ
れを機械走査する機構が、音響媒体２０で充填されてい
る水袋９０に内蔵されている構成ではないので、プロー
ブ９２を機械走査する機構において、シール部材やパッ
キン等のシール機構を必要としない。したがって、簡単
な構造を有する走査ユニット本体を実現することができ
る。
【０１０８】さらに、プローブ９２が機械走査される
際、プローブ９２の送受波面は、カップリング剤が塗布
された水袋９０の上面部位９０に当接しながらスライド
運動する。これによって、プローブ９２の送受波面と水
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袋９０の上面部位９０ａとの間における空気層の発生を
防止することができる。したがって、挿通孔による腕表
面への密着効果と相乗して、腕表面と送受波面との間に
おいて、良好な超音波伝搬経路を形成することができ
る。また、プローブ９２が水袋９０に当接する膜（外周
膜）は変形しにくい硬い膜であって、腕表面と密着して
いる伸縮自在な膜（内周膜）とは異なる膜であり、その
間には液体である音響媒体２０が充填されているので、
プローブ９２が外周膜に当接して水袋９０の上面部位９
０ａに局所的な力が加えられても、その力は分散され、
腕表面にはほぼ均一的な密着圧が加えられる。したがっ
て、上述の媒体量制御ユニット２８によって、その密着
圧を特定の圧力又は特定の範囲の圧力に制御すれば、腕
１６の血管の断面形状を大きく変形させることなく血管
診断に好適な超音波３次元画像を得ることができる。
【０１０９】
【発明の効果】本発明によれば、患者に負担を掛けるこ*
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*となく超音波を利用して生体内の正確な診断を行うこと
ができる。また、血管診断に適する超音波探触子の走査
装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  超音波探触子走査装置が組み込まれた超音波
診断装置の概略的な全体構成を示すブロック図である。
【図２】  内部式走査ユニット本体を側面から見た断面
図である。
【図３】  図２に示す内部走査ユニット本体のIII－III
線断面である。
【図４】  外部式走査ユニット本体を概略的に示す斜視
図である。
【符号の説明】
１２  探触子走査ユニット、１４  装置本体、１８  挿
通孔、２０  音響媒体、２２  水袋、２４  プローブ、
２６  機械走査機構、２８  媒体量制御システム。

【図１】
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